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北海道の観光戦略とインターネットの役割

瀧内　　洋

Encouragingtourindustryhasbecomeoneofthemostimportant subjectsthatallthelocalgovernmentsacrossthecountryareexpeCted

to achieve．Needless to say，thereis noindustrythat can enjoy development without the aid ofinformationtechnologyrepresentedby

internet．Tourisrnpromotionisnoexception．Inthisreport，IwentoverthetourlSmStrategiesofHokkaido’slocalgovemmenttO負ndout

howtheinternetis playingits roleintermS OfindustIYprOmOtion．Then，ItIliedtointroducethecurrent situationoftravelagenciesin

Japanas theyareCOnSideredtohaveinfluentialpoweIlOVerthemarket．Asaconclusion，What thelocalgovernment currently o鮎rsin

theirstrategiesdoesnotRlllycoverthelevelandrangeofservice／informationthattravelagenciesrequire．Towardstheendofthereport，

IlookedintothepossibilityorbetterutilizationofinternetintourismstrategiesofHokkaido．

1　はじめに

1－1　観光振興における都道府県の役割

平成19年1月1口、観光基本法（昭和38

年法律第107号）が全面的に改正された。

その第4条によると、地方公共団体は、・

観光立国の実現に関し、‥自主的かつ主体

的に、その地方公共団体の区域の特性を生

かした施策を策定し、及び実施する責務を

有する、とある。

観光事業は、大別して、観光産業が行う

経営事業と観光機関ならびに公的機関が行

う公的事業の二つに分類される［末武、

1984：56］が、そのうち、都道府県は、観光

行政として上記に掲げた法の規定に基づき、

地域の観光振興策をとりまとめ、推進する

責務を負っている亡，

1－2　観光産業の重要性について

観光を基幹産業として位置づけている国

は多い。日本も観光立国を宣言しており、

その基本的な考え方は「住んでよし、訪れ

てよしの国づくり」（国ヒ交通省ホームペ

ージ「国土交通省の観光政策」による）に

ある。

都道府県が観光立県を宣言しているのは、

国の施策を受けているからのみならず、観

光が、現在、重要な産業となっているから

である。平成18年度版観光白書によれば、

平成16年度の日本における旅行消費額は

24．5兆円、これによる生産波及効果は55．4

兆円、雇用創出効果は475万人となってい

る。生産波及効果55．4兆円は、同年度の国

内生産額949．1兆円の5．8％、また、雇用効

果475万人は、同じく平成16年度の就業者

数6，512力‾人の7，3％に相当する。なお、少

しデータは古いがJ NTO国際観光白書

1999年版によると、1997年の全世界の観光

産業の規模は、3兆4，610億ドルで、全世

界の国内総生産の11．6％に達している。高

齢化の急速な進展、人口の一極集中化（日

本全体であれば東京へ、北海道に限れば札

幌へ）、さらに一次、二次産業の衰退等に

よる、地域の疲弊化に悩む自治体にとって

は、観光振興は行政として当然の施策であ

る。

1－3　公的機関が担当する地域観光事業

について

上記のとおり、各部道内＝県には、当該地

域の観光施策をとりまとめることが求めら

れている。日本における観光の歴史を遡る

と、国に観光を担当する部署ができた当時

は、海外からの観光客の受入れが中心であ

り、その後もいわゆるテンミリオン計画に
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見られるとおり、日本人の海外渡航客を増

やす方向は大きく伸張したが、一方、国内

地域観光については、国民に十分評価され

ているとは言えない。［北川、2001ニ11］

その中で、今般の観光基本法改正は、基

本的施策の第一に国際競争力の高い魅力あ

る観光地の形成を掲げている。地域観光事

業とは、「地域における観光振興の目標を

充足させるため、地域への観光客にその機

会や場を提供するものであり、それらは地

域へ来訪する観光客を満足させるだけでな

く、可能な限り地域社会においても、住民

の日常生活を向上させるものであることが

求められる。」［北川、2001：11］

まさに、地域観光事業の発展こそ今般の

法改正の目的に合致するものであるむ　従来、

地域観光事業の推進組織として活動してき

たものは、各都道府県の観光連盟、各市町

村の観光協会であり、その主たる事業は、

観光宣伝活動、観光客の誘致促進、観光物

産振興（全国各地での土産品販売事業の展

開）、観光文化の振興、観光地の美化、観

光思想の普及と啓蒙活動、観光資源の保護

等ならびに観光施設等観光地の環境整備、

観光事業に関する情報収集・情報提供、観

光振興のためのイベント等の企画・実施、

観光事業にかかわる接遇サービスの向上、



観光案内所の運営等である。最近では、観

光誘致の一環としてのコンベンション誘致

を行う、コンベンション協会と観光連盟が

統合された、観光・コンベンション協会等

の形態をとる組織も増えてきている。

北海道においても、1962年9月に北海道

観光連盟が設立され、2006年度においては

44，750万円の予算で、北海道観光に関する

観光情報の充実と提供、観光宣伝誘致活動

の促進、地域観光の振興、受入体制の整備

促進、国際観光の推進等の事業を行ってい

る。

一方、北海道庁の観光事業は、道庁経済

部に「観光のくにづくり推進局」があり、

観光振興対策の企画及び総合調整に関する

事項、国際観光の推進に関する事項、観光

地づくりの促進に関する事項、観光客の誘

致促進に関する事項、体験型観光の推進に

関する事項、観光情報の提供に関する事項

を担当している。

1－4　本論の目的と構成

（D　日的

各都道府県は、観光立県の目標にそって、

固有の観光戦略を立案、実施しているが、

ともすれば、政策立案が目的化しつつあり、

観光において重要な位置を占める旅行業の

現状についての把握が十分ではない。都道

府県の観光担当部門に在籍する職員は、人

事ローテーションの関係から3年程度、当

言亥ポジションにとどまった後は、また、異

なった部門に異動していき、それまでの蓄

積が継承されるとは限らない。一方、観光

を業として行っている旅行業、宿泊業等で

働く人たちは、当然ながら、長い期間、当

該事業に携わっているため、知識、経験と

も豊富であり、また、現状認識についても

自治体の職員とは異なるものがある。本論

は、地方自治体の立案する観光戦略につい

て、旅行業を例にとって、民間の観光事業

者の動向との罪離を明らかにするとともに、

地方自治体の観光関連部門は何をすべきか

について検討する一助となることを目的と

するものである。

（診　構成

本研究は、都道府県における観光振興策

について、北海道庁を例にとり、その内容

を分析する。具体的には、北海道庁が平成

18年に設置した北海道観光戦略会議の活動

について報告するとともに、同会議と従来

の北海道における観光推進体制との関係に

ついて述べる。次に、旅行業の現状を分析

するとともに、最近の旅行業の抱えている

課題ならびに志向する方向について検証を

行う。

観光振興策の中で、観光客を地域に呼び

込むために重要な事業は誘致宣伝事業であ

る。本論文では、最後に、北海道庁の観光

戦略のうち、誘致宣伝事業につき、地域に

観光客を送り込む上で重要な役割を占めて

いる旅行業とのかかわりを検証し、その結

果を踏まえ、先に検証した旅行業の現状お

よび志向する方向が北海道庁の企図する誘

致宣伝事業と相応しているかどうか、もし

相応していなければどうすべきかについて

論考する。

2　北海道観光戦略会議について

2－1　北海道観光戦略会議の概要

前章末尾で述べたとおり、道庁の観光誘

致戦略をまとめるため、平成18年に官民一

体の観光推進の中核組織として、北海道観

光戦略会議が設置された。

本会議は、北海道経済連合会の会長を会

長とし、北海道商工会議所連合会会頭と北

海道観光連盟会長の2名を副会長、また、

道庁、北海道開発局、北海道運輸局、北海

道市長会、同町村会、札幌市、JR北海道、

航空会社・旅行会社・宿泊業者の各団体代

表、北海道観光ボランティア連絡協議会、

農協、漁協、森林組合の代表からなる組織

で会議の下に企画部会と戦略推進部会の二

つの部会を置き、以下に概略を掲げる「北

海道観光戦略」を取りまとめた。また、引

き続き、当該戦略を効果的に推進するため

の推進組織について検討する「北海道観光

戦略推進組織検討委員会」が同会議の下に

おかれ、検討を継続している。本会議の目

的は、観光分野に関与する各団体を継続的、

有機的に連携させることにより、各団体・

地域の連携や合意形成の仕組みを確立し、

課題や観光客のニーズ把握、関係者の共通
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認識と連携、迅速な課題解決、戦略的なプ

ロモーションなどの諸機能を発揮すること

により、道内各地での上質な観光サービス

の提供を期待するものである。

2－2　北海道観光戦略の概要

本会議では、具体的な戦略体系として、

次の5つの戦略の柱を立て、それを実現す

るために11のプロジェクトを明記した。

5つの戦略

①　基盤的戦略

戦略　Ⅳ　受入基盤整備

戦略　Ⅴ　人づくり

（∋　地域的戦略

戦略　Ⅲ　地域の活性化

③　展開的戦略

戦略　Ⅰ　観光の魅力づくり

戦略　n　発信とプロモーション

11のプロジェクト（④を除き、標題のみ明

記し、内容は省略）

（D　北海道オンリーワン観光推進プロジェ

クト

（∋　地域ブランド形成促進プロジェクト

（∋　ふゆ観光新展開プロジェクト

（参　観光情報案内高度化プロジェクト

・旅行市場の個人・グループ化に対応し

て、道内を旅行する観光客が、移動の

各段階で必要な情報を得て、快適で効

率的な観光行動を行えるようにするた

め、道内の観光情報提供のハード、ソ

フトを体系的に見直して、真に観光客

の役に立つ案内体制を構築する。

⑤　海外からのお客様100万人プロジェク

ト

（診　プロモーション新展開プロジェクト

⑦　食の連携・クオリティーアッププロジ

ェクト

（参　あったか北海道ふれあいの旅づくりプ

ロジェクト

⑨　自由旅交通ネットワークプロジェクト

⑩　観光プロフェッショナル育成活用プロ

ジェクト

⑪　参加型「北海道観光戦略」推進プロジ

ェクト


